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【 手 続 補 正 書 】
【 提 出 日 】 平 成 18年 10月 31日 (2006.10.31)
【 手 続 補 正 １ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 特 許 請 求 の 範 囲
【 補 正 対 象 項 目 名 】 全 文
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【 請 求 項 １ 】
　 に 対 し て 課 す る 刺 激 や タ ス ク に 対 す る 応 答 を 計 測 す る た め の 光 を 被 検 者
に 対 し て

光 計 測 装 置
上 記 検 出 結 果 の 中 に 含 ま れ る 信 号 成 分 と ノ イ ズ 成 分 を ノ イ ズ 分 離 処 理 と 、 上
記 ノ イ ズ 分 離 処 理 後 の デ ー タ を す る 信 号 処 理 手 段 と 、 上 記 ノ イ ズ 分 離 処 理 後 の
デ ー タ を す る た め の を 入 力 す る 入 力 装 置 と 、

こ と を 特 徴 と す る 光 計 測 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 上 記 ノ イ ズ 分 離 処 理 は 、 少 な く と も 上 記 主 成 分 分 析 と 上 記 独 立 成 分 分 析 の う ち の

で あ り 、
表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 １ に 記 載 の 光 計 測 装 置 。

【 請 求 項 ３ 】
　

を 表 示 す る こ と を 特 徴 と す る 請 求 項 ２ に 記 載 の 光 計 測 装 置 。
【 手 続 補 正 ２ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ ０ ９
【 補 正 方 法 】 変 更

被 検 者 赤 外 領 域
照 射 す る 照 射 手 段 と 、 前 記 被 検 体 内 部 を 通 過 し た 信 号 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 該

検 出 結 果 を 表 示 す る 表 示 手 段 を 備 え た に お い て 、
分 離 す る 手 段

画 像 に 構 成
用 い て 上 記 画 像 を 構 成 画 像 構 成 条 件 を 備 え 前

記 表 示 手 段 は 、 上 記 入 力 装 置 か ら の 入 力 さ れ る 上 記 画 像 構 成 条 件 と ノ イ ズ 分 離 処 理 後 の 上
記 構 成 画 像 を 表 示 す る

い ず れ
か 上 記 表 示 手 段 は 、 上 記 入 力 装 置 に 入 力 さ れ た 上 記 主 成 分 分 析 又 は 上 記 独 立 成 分
分 析 を

上 記 主 成 分 分 析 及 び 上 記 独 立 成 分 分 析 を 実 行 さ せ る 場 合 、 上 記 表 示 手 段 は 、 前 記 入 力 手
段 に 入 力 さ れ た 該 実 行 順 序



【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ ０ ９ 】
　 上 記 目 的 を 達 成 す る た め に 本 発 明 で は 具 体 的 に 以 下 の 手 法 を 実 現 し た 。  に 対 し
て 課 す る 刺 激 や タ ス ク に 対 す る 応 答 を 計 測 す る た め の 光 を 被 検 者 に 対 し て

光 計 測 装 置 上 記 検 出 結 果 の 中 に 含 ま れ る 信 号 成 分 と ノ イ
ズ 成 分 を ノ イ ズ 分 離 処 理 と 、 上 記 ノ イ ズ 分 離 処 理 後 の デ ー タ を す
る 信 号 処 理 手 段 と 、 上 記 ノ イ ズ 分 離 処 理 後 の デ ー タ を す る た め の

を 入 力 す る 入 力 装 置 と 、
。

【 手 続 補 正 ３ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ ０
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ ０ 】
　 上 記 ノ イ ズ 分 離 処 理 は 、 少 な く と も 上 記 主 成 分 分 析 と 上 記 独 立 成 分 分 析 の う ち の

で あ り 、
表 示 す る 。

【 手 続 補 正 ４ 】
【 補 正 対 象 書 類 名 】 明 細 書
【 補 正 対 象 項 目 名 】 ０ ０ １ １
【 補 正 方 法 】 変 更
【 補 正 の 内 容 】
【 ０ ０ １ １ 】
　

を 表 示 す る 。
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被 検 者
赤 外 領 域 照 射 す

る 照 射 手 段 と 、 前 記 被 検 体 内 部 を 通 過 し た 信 号 を 検 出 す る 検 出 手 段 と 、 該 検 出 結 果 を 表 示
す る 表 示 手 段 を 備 え た に お い て 、

分 離 す る 手 段 画 像 に 構 成
用 い て 上 記 画 像 を 構 成 画

像 構 成 条 件 を 備 え 前 記 表 示 手 段 は 、 上 記 入 力 装 置 か ら の 入 力 さ れ
る 上 記 画 像 構 成 条 件 と ノ イ ズ 分 離 処 理 後 の 上 記 構 成 画 像 を 表 示 す る

い ず れ
か 上 記 表 示 手 段 は 、 上 記 入 力 装 置 に 入 力 さ れ た 上 記 主 成 分 分 析 又 は 上 記 独 立 成 分
分 析 を

上 記 主 成 分 分 析 及 び 上 記 独 立 成 分 分 析 を 実 行 さ せ る 場 合 、 上 記 表 示 手 段 は 、 前 記 入 力 手
段 に 入 力 さ れ た 該 実 行 順 序
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